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島根県済生会江津総合病院 

 

 

 



 島根県済生会江津総合病院の寝具類、タオル類等の物品（以下、「本件物品」という。）

の賃貸借ならびに洗濯業務（以下、「本件契約」という。）については、この仕様書による

ものとする。 

 

 

１．病院概要 

所在地 島根県江津市江津町 1016-37 

施設名 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 島根県済生会江津総合病院 

規 模 許可病床数 172 床、介護医療院 40 床 

    稼働病床数 137 床（一般 77 床（うち地域包括 40 床）、療養 60 床）、介護医 

療院 40 床 

   

２．契約名 

寝具類賃貸借契約 

（内訳） 

・病棟寝具類 

・外来寝具類 

・当直寝具類 

・透析寝具類 

・タオル類、防水シーツ 

・院内配送・回収業務 

 

３．契約期間 

令和 8 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日 

※ただし、新たに受託する業者は令和 8 年 4 月 1 日までの間に現受託業者による 

引継ぎを受けること。 

 また、その際には引継ぎ完了報告書を提出すること。 

   なお、引継ぎにかかる費用は新たに受託する業者の負担とする。 

 

４．本件物品の内訳および仕様 

① 本件物品は、厚生労働大臣が定める基準に基づく寝具設備であること。 

② 本件物品の形状については、法令に別段の定めある他、良心的なる品質の物品で

あること。また常に清潔かつ衛生的な物品を供給すること。 

③ 本件物件は、別紙材質基準表に示すものと同等またはそれ以上の質を有している

こと。 

④ 受託者は納品引取業務を行うことができること。 

納品引取業務とは、契約物品を病棟・外来他指定場所に指定数を定められた形 

状で納品し、かつ指定の場所から使用済み物品を回収することをいう。 

上記業務を行う為の要員を配置すること。 

なお、従事する曜日、時間帯は以下のとおりとすること。 



ア 土日及び年末年始の 12 月 31 日から 1 月 3 日を除く月曜日から金曜日の午前 

8 時から午後 5 時まで。 

イ その他の日については別途協議のうえ定める。 

以下の業務について毎日行うこと。 

ア 受託営業所から契約物品を総合清潔リネン庫へ納品すること。 

イ 総合清潔リネン庫から各指定場所へ指定の形状で配送納品すること。 

ウ 指定場所への納品回数については、原則 1 日 2 回とすること。 

エ 指定場所からの物品回収については、病棟部門を 1 日 4 回とする（外来部門 

については当院看護助手が行う）。 

⑤ 本件物品は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関わる法律第 6 条第

2 項から 7 項までに規定する感染症の病原体により汚染される恐れがあることか

ら、同法律第 29 条の規定に基づいて定められた消毒方法による消毒・洗濯を実施

すること。 

また、厚生労働省の「衛生基準」に従った寝具類等の適正処理を行うこと。 

⑥ 本件物品が現場で不足することのないように補充納品すること。 

 

５．本件契約の受託者要件について 

本件受託者は、入札要綱に定める事項のほか、以下の要件を満たしていること。 

① 該当する保健所によるクリーニング所検査確認を受けていること。 

② 天変地異・人災・倒産等不測の事態においても病院寝具類の受託業務が遂行でき

るよう業務代行保証を受けていること（日本病院寝具協会等）。 

③ 下請け等、第 2 次委託を行わないこと。 

④ 緊急時の対応ができるよう、島根県内に営業所及び寝具等の洗濯工場があるこ

と。 

⑤ 本物件を洗濯する工場、支店等は医療関連サービスマークの認定を受けているこ

と。 

 

６．費用の算出について 

本件物品の賃料について、以下のとおり算出する。 

① 入院寝具類の賃料は、寝具類一式を 1 組とし、1 組 1 日分あたりの単価を算出す

ること。 

当院は患者稼働数に応じて支払う。 

② 外来（救急外来を含む）及び透析の寝具類の賃料は、寝具類一式を 1 組とし、1

組 1 ヵ月分あたりの単価を算出すること。 

当院は 1 ヵ月あたりの固定で支払う。 

③ 当直室の寝具類の賃料は、寝具類一式を 1 組とし、1 組 1 日分あたりの単価を算

出すること。 

当院は 1 組 1 日あたり７組分の固定で支払う。 

④ タオル類は使用 1 枚あたりの単価を算出すること。 

当院は使用数に応じて支払う。 



⑤ 防水シーツは使用 1 枚あたりの単価を算出すること。 

当院は使用数に応じて支払う。 

⑥ ベビー衣類（上下）は使用 1 枚あたりの単価を算出すること。 

当院は使用数に応じて支払う。 

 

７．年間数量見込みについて 

      品   目      年間数量見込み 

病棟寝具類 1 日１組  50,000 人（年間入院延患者数見込） 

外来（救急外来含む）寝具類 1 日１組  月額×12 ヶ月 

当直室寝具類 1 日１組  7 組/1 日×365 日 

透析寝具類 1 日１組（20 組/1 日）  月額×12 ヶ月 

タオル等 1 枚  9．タオル等の種類を参照 

防水シーツ 1 枚  10．防水シーツの種類を参照 

寝具リネン納品引取業務費  12 ヶ月分 

 

（寝具類の超過分） 

      品   目   年間基準数量（月間基準数量） 

毛布 1,080 枚/年（90 枚/月） 

掛布団 1,080 枚/年 

枕 1,080 個/年（90 個/月） 

 

８．寝具類の種類、組数、及びその内容 

１）病棟寝具類 212 組 

品名 数量 品名 数量 品名 数量 

掛布団 220 枕 220 ﾌｨｯﾄｼｰﾂ 660 

毛布 220 包布 660 枕カバー 660 

ベッドパット 10 中くり包布 660   

 

２）外来寝具類 （1 か月使用平均枚数） 診療科 16 科 

品名 数量 品名 数量 品名 数量 

掛布団 6 枕 15 シーツ 375 

毛布 5 中くり包布 242   

ベッドパット 11 枕カバー 438   

 

 

 

 

 

 



３）当直寝具類 

品名 数量 品名 数量 品名 数量 

掛布団 ※ 7 枕 ※ 7 シーツ 21 

毛布  ※ 7 包布 21 枕カバー 21 

ベッドパット ※ 7 中くり包布 21   

※は年 4 回の交換、それ以外については毎日交換とする 

 

４）透析寝具類 

品名 数量 品名 数量 品名 数量 

掛布団 ※ 20 枕 ※ 20 ﾌｨｯﾄｼｰﾂ 60 

毛布  ※ 20 包布 120 枕カバー  

ベッドパット ※ 20 枕カバー 60   

  ※は年 3 回の交換、それ以外については週１回の交換とする  

 

９．タオル類の種類 

   品名    数量    品名   数量 

上用おしぼり 500 枚/年 上用タオル  6,360 枚/年 

バスタオル 3,900 枚/年 タオルケット  200 枚/年 

 

１０．防水シーツの種類 

     品名       数量 

防水シーツ       6,160 枚/年 

 

１１．納品引取業務 

     品名       数量 

 納品引取業務       月額固定×12 ヶ月 

 


